
特定非営利活動法人 フェアトレー ド・ラベル・ジャバン

役員颯■燿程

(目 的)

第 1条 この規程は特定非営利活動法人フェア トレー ド・ ラベル・ジャバン (以下、本法人という)の定款

第18条に基づき、役員に対する報酬の支給及び費用の弁償に関して基本事項を定めたものである。

(報酬)

第 2条 本法人の役員には、定款第18条に基づき、その総数の3分の1以下の範囲内で、総会の決議を経て、

報酬を支払うことができる。

(費用弁償 )

第 3条  本法人の役員がその職務の執行にあたって負担した費用については、総会の決議で定める範囲内の

ものに対して、当該役員より請求のあった日から遅延なく支払うものとし、また前払いを要するも

のについては前もって支払うものとする。

2.理事会の出席に際して支給する旅費については、会議場所に物理的に集合して参加する場合一人あたり

1回―律5,000円 、リモー ト参加の場合は支綸無しとする。

3.出張に際して支給する旅費等については、国内出張旅費規程および海外出張旅費規程に準ずる。

(改廃)

第 4条  この規程の改廃は理事会の決臓を経て行う。

(補足)

第 5条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附 則 この規程は、令和元年5月 30日 から施行する。

令和二年4月 1日 改訂



特定非営利活動法人 フェア トレー ド・ ラベル・ジヤバン

正職員綸与颯理

第 1章 総則

(適用範囲)

第 1条  この規程は就業規則第45条に基づき、正規職員の給与等について定めたものである。ただし、嘱
託職員、パー トタイマー等特殊な勤務に従事する者については別規程を適用する。

(給与規程の承認と履行)

第 2条  この規程の制定及び改廃は、理事長または業務執行理事の承認を得なくてはならない。また、フェ

ア トレー ド・ラベル・ジャバンと職員はこの規程に定めるところを餞実に履行しなくてはならない。

(平等原則)

第 3条  職員の国籍、信条、社会的身分、性別、職種を理由として給与につき差別的取扱いをすることはな
い 。

第 2章 給与

(給与の構成)

第 4条  給与の構成は次のとおりとする。

(1)基準内給与
1.基本給

2.業務手当

3.役職手当

4.扶養手当

5.住居手当

(2)基準外給与

1.時間外勤務手当

2.休 日勤務手当

3.深夜勤務手当

4.通勤手当

(給与の計算期間および支綸日)

第 5条  給与の計算期間と支綸日は次の通りとする。ただし、支給日が土曜日又は休日にあたる時は支綸

日をその前日、支給日が日曜日のときはその前々日に繰り上げる。綸与は前月の1日 から起算し、前月末

日までの分を、当月の10日 に支綸する。通動手当については別に定める。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号の―に餞当するときは、職員 (職員が死亡したときはその遺族)の
睛求により、給与支払い日の前であっても睛求後7日 以内に既住の労働に対する綸与を支払う。

(1)職員の死亡した時。この場合、当月分綸与を全額支綸する。

(2)退職、解雇のとき。

(3)職員またはその収入によって生計を維持しているものが結婚し、出産し、疾病にかかり、災害

を受け、または職員の収入によつて生計を維持している者が死亡したとき。

(4)職員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって 1週間以上

にわたつて帰郷するとき。

(5)その他やむを得ぎる理由のために費用を必要とし、本人がそれを認めた時。

(賃金の計算方法)

第 6条  遅刻、早退、欠勤などにより、所定勤務時間の全部または一部を休彙した場合においては、その休

業した時間に対応する賃金を支綸しない。ただし、この規程または就彙規則に別段の定めのある場合は

この限りでない。

2.前項において休業した時間の計算は、当該綸与綺切の末日において合計し、30分未満は切り捨てるもの

とする。



3.―綸与綺切期間における賃金の総額に1円未満の喘数を生じた場合においては、これを1円に切り上げ

るものとする。
4.綸与綺切期間の中途において入社または退職した者に対する当腋綺切期間における給与は全て、所定労

働日数に対する出動日数分を日割り計算によって支綸する。

(賃金の支払い方法)

第 7条  賃金は通貨で直接従業員にその全額を支払う。ただし本人の同意を得た場合は、金融機関への振

り込みとする。

2.前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。

(1)給与所得税

(2)地方税

(3)健康保険料

(4)雇用保険料

(5)厚生年全保険料

(6)そ の他 (控除の協定をしたもの)

(有綸体暇等の賃金)

第 8条  就彙規則第 19条に定める有綸休暇、第 23条に定める特別休暇については通常の賃金を支綸す

る。

(休職期間中の賃金)

第 9条  就彙規則第 38条第 1項、第 1号、第 2号の体職期間中の賃金については、支綸 しないものとす

る。同第 3号の体職期間中の賃金については都度定める。

(綸与の減額)

第 10条 業務上の死傷により欠動した場合で、その療姜期間中、労働災害補償保険の支綸を受ける場合は

給与を支給しない。
2.業務外の私傷病により欠勤した場合は給与を支綸しない。

第 3章 基準内賃金

(基本綸 )

第 11条 基本綸は月綸制とする。

(基本綸の決定)

第 12条 基本綸は、別に定める基本綸与表にもとづき支綸する。

(昇綸)

第 13条 毎年4月 1日 の時点において過去に1年以上勤務した職員は、原則として基本綸表の1つ上位に昇綸

し、4月 分の綸与 (支払は5月 10日 )か ら支綸する。法人の業績、勤務成績、勤務態度により臨時昇綸を

認める場合がある。また、財務状況、その他やむを得ない事情により昇綸を行わないことがある。
2.昇格 (格付け等級の上昇)は理事長または業務執行理事の承認を得なくてはならない。原則として毎年2

月に行う。

(業務手当)

第 14条 業務手当として本人の能力、経験、技能、職務内容を勘案して各人ごとに次の通り支給する。

月額 20,000円 ～

(役職手当)

第 15条 役職手当として、職責に応 じて次の通 り支給する。

役職種別 役職手当

事務局長 45.〔ЮO円

ディレクター 37.000円

,=7?+-r.(- 35.0〔HD円

マネージャー 30,000円



シニアチーフ 15,∞0円

チーフ 10.000円

(扶養手当)

第 16条 扶養手当は、扶養家族のある職員すべてに対して下記に従い支綸する。ただし、扶養家族とは次に

掲げる者で本人と同居し且つ生計を共にする者で、その職員の扶養を受けている者をいう。扶養家族認

定年収額は、1,3∞.0∞円未満とする。

(1)配儡者               13.5∞ 円

(2)配偶者以外の扶養親族のうち

2人まで1人につき         6,OCЮ 円
3人 目から (中 )          4,0∞ 円

(3)配儡者を欠く場合の子        13.5∞ 円

(4)その他の扶養            5,0∞ 円

(*)満 15歳に達する日後の最初の4月 1日 以降、満22歳に達する日以後の最初の3月 31日 までにある子1人に
つき4,000円 支綸 (配偶者を欠く場合の1人を除く)

(住居手当)

第 17条 住居手当は、世帯主 (世帯生計の主たる維持者)かどうかや扶養親族の有無にかかわらず、―律
7,∞0円 を支給する。

第 4章 基準外賃金

(時間外勤務割増賃金、法定休日勤務割増賃金、深夜勤務割増賃金)

第 18条 就業規則28条の時間外勤務または 16条に定める法定休日出動をした場合には、時間外勤務手

当または法定休日勤務手当を、深夜 (午後10時から午前 5時までの間)において勤務した場合には深夜

勤務手当を支綸する。

(1)法定時間外勤務手当

基本綸÷1月 平均所定勤務時間xl.25× 時間外勤務時間数

(2)法定休日勤務手当

基本給‐1月 平均所定勤務時間Xl_35× 休日勤務時間致

(3)深夜勤務手当

基本綸÷1月 平均所定動務時間 XO.25x深夜勤務時間数

2.時間外勤務または休日出動をした時間が深夜におよんだ場合は、それぞれ時間外勤務手当または休日勤

務手当と深夜勤務手当を合計した額を支綸する。

(通勤手当)

第 19条 通動手当は、定期券購入費に相当する全額を支綸する。

第 5章 賞与

(賞与)

第 20条 賞与は、原則として、支綸日に在籍する職員に対し、法人の業績、職員の勤務成績等を勘案して支

給する。夏期賞与は6月 、年末賞与は12月 支綸を原則とし、支綸日はその都度定める。対象期間は下記の

通りとする。

夏期賞与 11月 1日 ～4月 30日

年末賞与 5月 1日 ～10月 31日

ただし、法人の財政状況などやむを得ない事情がある場合には、支給日の変更、または支給しないこと

がある。

第 6章 退職金

(退職全)

第21条 退職金は別に定める規程による。



附 則 本規程は平成27年 5月 30日 から実施する。

平成30年 3月 31日 改訂

令和元年5月 30日 改訂

令和4年3月 10日 改訂

別表 :基本給与表

勤続年数   基本綸

2∞.∞0

210,000

220.000

230.000

2ZЮ.000

250,000

260,000

270,000

2〔Ю.(�Ю

10 290,000

11 300,000















法人名 特定非営オ1飾郭助法人フェア トレード・ラベル・ジャパン チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる1基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(a特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は幌簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1『役員の歓況Jから転配してください。

③及u〕こついては、′1lL点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②■③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④■⑥

① ② ③ ④ ⑤

① 田年 4月 1日 ～R4年 3月 31日
10人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
8人 0人 0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

いいえ

Itl, \

lr\1,\i

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (力

"D

C童中0
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第:項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても配載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必ヨまありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第
"条

第1項に基づく]順 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

′

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

ユ_日瞳壺lul彙

`ロ

ロ,、」団 図菫」出菫
=」

壼口|口田u」出■幽 螢蜃_

項
日

【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申言調寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

は い はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申副調寺

費途が明らかでない支出がある、晰講摯に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りOD

健菫中0
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

"条
第1項に基づく書類 (役員欄酬婦鵬嚇魁州■Dに記載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

曜諄趙聾事等チェック 3表)

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽ こしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各相 区分欄の「③～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況Jを記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、r定款|(又1主討10第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

′0各相 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」について1よ イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「は壼L
l三_」

`⊇

」__し :L」盪:全1二1」」菫こ宣麹]盟1ヨ[生壺,

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

して行っている」の「生墜上に 墜⊇L

幽 塑迦 曇曇理基 Ш茎 壺墜
レL

付してくださしヽ

2n

二の各欄 該当する一方を rO」 で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期

間 (「○」から「①」)を示したものです。

E塁垂董五也鰹劃



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

役 員 の 内 訳

氏   名 住  所 職 名
続柄

等

就 任 等 の 状 況

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申i臓
就任・退任

年月日

堀木 一男

前田 京子

樽本 哲

高橋 周一

大井 祥平

南 真由美

羽生田 慶介

松原 稔

沢田 寛子

井上 晃良

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成 16年 2月

2日 就任

平成 27年 7月

1日 就任

平成 27年 11

月 19日 就任

平成 28年 6月

11日 就任

平成 28年 7月

20日 就任

令和 2年 6月

1日 就任

令和 2年 11月

26日 就任

令和 3年 7月

1日 就任

平成 26年 6月

1日 就任

平成 27年 7月

1日 就任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

法人名
特定非営利活動法人

フェアトレート
・・ラヘ・ル・シ・ャ′ヾン

③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

役  員  数 10人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人



法人名 特定非営禾IP舌動法人フェアトレー ド・ラベル 。ジャパン

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詢隈の時期 保存期間

総勘定元帳 会計ソフ ト(会計王)使用

ノレーズリーフ

都度 7年

仕訳日記眼
会計ソフト(会計王肢:用

ノレーズリーフ

都度 7年

固定資産台帳
会 計 ソ フ ト (TKC
TRICn波 用

ルーズリーフ

年 1回 7年

棚卸資産台帳
エクセノИ吏用

ノレーズリーフ

年 1回 7年

賃金台帳
給 与 計 算 ソフ トQ〔y

K)mon 楽 しい給与計

鋤使用

ノンーズリーフ

月 1回 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(配蹴要働

「伝票又は帳簿名」相は、例えば「入金伝コし、「出金伝票」、「撮替伝漂し、I観駐出納帳」、「総勘定元根」などのように配載します。
. 「左の檀障等の形1腹11■ま、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁幅簿」などのように調載します。
. 「昴帳の時期」相は、1覇時」、「毎日」、「―週間ごと」のように配載します。
.1巴定の有効期間の更新の申睛に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員囀日朗胆等提出書甍Dに配載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 4表 ) (初ヨ0

法人名 特定非営オl嬌馨載去人フェアトレー ド・ラベル・ジャパン チ ェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支綸に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と当法

人との間の資産の醸渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員割こ対し役員α選任その他当法人の財産の運用

及ι鱒味の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの活動を行う者

又は特定の公職つ候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であるこ

と

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

イ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申斎甲寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教

化育成する活動
有 有 ・ 無 有 銀 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれこ反

対する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

l力政党を推薦し、支持し、又はこれらに耐

る氾里助

有 有 。無 有 ・ 無 有・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

ロ

項 目 ③ (D ◎ ① ◎ ① 申諦時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とそ

の活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報

酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支

給として過大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬

又は給与の支給に関して特別の和

―

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資

産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められ

る資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人

の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有 有・無 有。無 有・無 有・無 有 。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の

運営に関して特別¢月溢の供与の有無
有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定

の公職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の有無
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

∝菫中D
・ 「認定基準尋チェック豪 (第 4表)」 は、法第騒条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時においても記餞及び添付

する必要があります。その場合、嘔 定葬関

「

ェック表 第4表 (次わ 」0ヽ及び二)の記載及び洒付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たってIよ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、添付を

省略することができます。

熙



書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人 フエア トレー ド・ラベル・ジヤパン チェフク欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 20条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

介 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※口覧に関する細則 (社内規則)等がある暑合には、その細則 (社内規則)等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

・ 役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者 との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

′



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人フェアトレー ド・ラベル・ジャパン

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日

嵯意中Q
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬頗程等提出書類)の搬出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:D

iよ 言調ける必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって|よ 置定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必ヨまありません。また、法第

55条第1項:製Lづく1園順 (役員報酬婦程尊提出1臓Dに涸載した事項:こついて、改め.て配職する必要1まありません。

6 1実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営和̈ 第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力▼〉利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7わ は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報■規程簿提出■椰)の例出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 征
小



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チエック表

法人名 特定非営利活動法人フェアトレー ド・ラベル・ジャパン チェッタ欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの幅 百百蕨雪F蕊
=ては認定、特例認定又は読 の有効期間の更新を受けることができません。

1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特鱒認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当腋認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過tな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等 中)若

しくは曇力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しく|ま地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力国の構成員等 ∝2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (盤

=二
」宣塑塵l定]L【質量曇望≧直ヨカ割四菫Z」重蓋匠コ21越踵置LL二墜,_□醒□□i整墨還墨堕L堕蛮」」重」目LLLll絶壺塑堕塑菫L_[量の1生L」塑L:

1」IE饉ヨ:E:」:]里□」羞四1≡ユ【」E童1区]::」国[1:ヒ!Lら]Lf」:壺」壁1±」L塵:自」」匹12LiI二饉:∠:」l自口重:E壁:1菫22歴生Ltti塵雪:Eと」:L12_菫二1)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る■加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定特定井哨

"括
コ法人力潮定を取り消された場合又は特伊1認定囀碇り曜鉢!1甜闘去人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営

"括
動法人又は当該特ケ1認定特定非営和̈ のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有

特定非営利膳動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

チ1雌去第2∝ 条等若しくは暴ノ′予為自散]罰ツkD罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、そ(か菊行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有て熟う

い`認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 Ev', (
（
● 定枚又Iま事業計画i書

`)内
容がらを令等に〕塾反している製しヽ は い しヽいえ

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし琺人
だし ヽ

耐
輌

椰底 樹
"碇

又疇筵0朝崚個のi鴫●申1‖lξ .u:4-堕 国巳壼塗壼磨國鬱
『その

`塵
塑」u壺壺畳墨口t塑Ш四壺塑堕L壼ヒヨL塗壼壼蠍田コヒ」ロロロ堕目Ш崚oこと_

に 1)そ′池1刃

"“

所がある■合,ヽ そ
`イ

也の事l,,罰所在の1=llに分に係る■輻題●月書も■静,すること

Ot2)役員椰口麒,|口
"燿

出1日こ′
=耐

1.■■1

″
Э 国税に係る重力暉 税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はいくい`

r、
え ノ

＾
０ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 uu''6v'z)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 rtL'((;)
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